
 
 

 

令和６年７月２９日（月） 

 三重県信用農業協同組合連合会 

津市栄町１丁目９６０番地 

 

 

いつもＪＡバンクをご利用いただきありがとうございます。 

今般、「ＪＡバンク三重 優遇プログラム」について変更を行いますので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 
１．変更内容 

 

２．運用開始日 

  令和６年８月２５日（日） 

 

変更前（現行） 変更後 

【対象取引】 

・給与振込（５万円以上） 

・年金受取 

・貯金残高５００万円以上 

・借入残高５００万円以上 

・貯金残高２５０万円以上かつ 

 借入残高のある方 

 

 

 

 

 

【対象取引】 

・給与振込（５万円以上） 

・年金受取 

・貯金残高５００万円以上 

・投資信託残高５００万円以上 

・借入残高５００万円以上 

・貯金残高＋投資信託残高 

２５０万円以上かつ 

借入残高のある方 

・貯金残高＋投資信託残高が 

 ５００万円以上 

（各残高１０万円以上） 

【取引判定月および適用時期】 

ＪＡとのお取引内容を月末時点（給与振

込・年金受取・貯金残高は前月末時点、

借入残高は前々月末時点）で判定し、当

月２５日～翌月２４日までの１ヵ月間、

優遇内容を適用いたします。 

【取引判定月および適用時期】 

ＪＡとのお取引内容を前月末時点（削

除）で判定し、当月２５日～翌月２４

日までの１ヵ月間、優遇内容を適用い

たします。 

「ＪＡバンク三重 優遇プログラム」の変更について 


